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20世紀70年代末から実施された中国の「改革・開放」政策と経済体制改

革の進展とともに、年金制度改革の重要性が強く認識されるようになった。

中国政府は、1990年代に入って年金制度の改革を急速に進めたが、その背

景には従来の国有企業の「社会負担」を如何に解消するか、という問題があっ

た。年金制度の運営の過程で年金財政危機が生じ、さらに、中国の人口高齢

化の急速の進行が　年金制度の抜本的な改革を必要とする。年金制度改革は、

社会保障年金制度の理念に基づいて行うべきであろう。

本論では　中国の年金制度改革の変遷を辿りながら、制度内部の問題点を

分析し、国民皆年金制度樹立の必要性を説く。

臆キーワード

年金財政方式　　社会プール化　　個人帳簿積立金　　財政補填額

I　はじめに

1990年代の未から、中国の年金制度に関する研究が活発に行なわれた。

それば　当時、中国経済改革の過程で生じる諸問題（例えば、国有企業の改

革に伴って生じる年金、医療、失業などの問題）との関連で　中国経済が抱
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える課題をより広い視野から分析し、解決するには、なによりも十全に機能

する年金制度の確立が必要不可欠であるということが、中国政府および中国

問題研究者の間で、共通の認識となってきたからである。

年金制度改革の重要性が強く認識されるようになったのは、中国の経済成

長と発展の背景にある経済システムの変更と経済構造の大きな変化が、計画

経済体制の「労働保障制度」の下では対応できなくなり、また市場経済化の

進展とともに新たな経済分野の出現および高齢化社会の急速な進行が、その

ような社会・経済状況の変化に対応する年金制度の樹立を求めるようになっ

たからである。

周知のとおり中国の1970年代未の「改革・開放」政策では　経済発展を

至上命題として、外国資本の積極的誘致と私営企業、個人企業および郷鎮企

業等非国有部門の企業を積極的に育成する経済発展戦略がとられ、1990年

代末までの20年の間、年平均GDPの名目成長率が9．6％の高水準を維持した。

しかし、その成長の過程において、国有企業部門の工業生産額は　改革当初

の1978年には3，289．18億元で、当年工業総生産額4，681．3億元の77．6％を

占めていたが20年後の1999年には、国有企業工業生産額は35，571億元で、

当年工業総生産額126，111億元の28．2％しか占めていない。すなわち、工業

総生産額に占める国有部門の比重が、改革当初のほぼ8割から3割まで低下

した。それば　いいかえれば非国有部門（私営企業、個人企業、郷鎮企業お

よび外資企業）の急速な成長を意味する。同時に、このような経済構造の変

化は、労働就業構造の変化にも反映される。1978年の就業者総数は40，152

万人で、その内、農村就業者数は30，638万人、そして都市就業者数は9，514

万人であった。ところが、2000年には就業者総数は70，586万人で、その内、

農村の就業者数は49，572万人、そして都市部の就業者数は21，014万人にも

なっていた。このことは、この20年間に11，500万人もの労働力が農村部か

ら都市部へ流入、或いは都市人口の増大という形で再生産されていることを

－92－



中国年金制度改革の行方一制度内の問題点をめぐって－

意味する。そして、都市部就業者比率をみると国有企業の割合が40％台まで

低下しているl。

しかし、従来の中国の労働保険制度は　国有企業、集団企業と政府部門、

事業単位等きわめて狭い範囲に限定されており、圧倒的な多数を占める農村

人口と非国有部門の人口は　老後の生活保障が確保されていなかった。

また、1998年から中国政府は国有企業改革、行政改革、金融改革の三つ

の改革を徹底的に実行することを宣言し、特に、国有企業の改革は、近代企

業制度の確立を目指した。すなわち、国有企業の改革により、企業は従来の

政府の保護から市場競争に完全に晒されることになる。それによって、非効

率的な国有企業の倒産、或いは効率向上のために行なわれる資源再配分の結

果として、必然的に失業者等の現象が大量に発生しかねない。同時に、高齢

化の急速な進展に伴う国有企業退職者の急増が、計画経済体制のいわば「企

業保障」の下では、退職者への年金給付が企業にとって過重な負担となり、

企業経営を圧迫する要因となっていた。したがって、非国有企業（従業員の

年齢構造が若く、退職者年金給付の負担が少ない）との市場競争で不利な立

場にあり、このような不平等要素をなくして、自由な市場競争ができるよう

にするためには「企業保障制度」の社会化改革が必要不可欠であった。

このような状況を踏まえて、国有企業の改革の過程で「企業が従来担って

いた就業員の保険福利に関する負担や役割を社会に移そうとする目的2」の

下で、中国政府は年金制度の抜本的な改革に着手した。

さらに、1980年代の初めから実施した人口政策により、子供の出生率が

厳しく制限され、その上、経済の進歩、医療技術の発展など諸要因により平

ここでは　まず、1997年の中国年金制度の基本構造が確立するまでの経済・社会の背景を説明

するため、1990年代末の関連データを取り上げる。関連分析は日本労働研究機構編［2000］『中

国国有企業改革の行方』（資料シリーズ‰120）11－12頁を参照。

師継承・劉燕生・僅少敏・大塚正修・藤田佳子・鈴木亘「中国社会保隋制度改革の課題と展望－
一日中比較の視点から」『JCER』、日本経済研究センター会報、2002年4月1日、22－33頁。
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均寿命が延びたため、中国の人口高齢化は急速に進んでいる。

このような社会・経済状況の変化からみると、年金制度の改革が中国の経

済改革、発展、社会の安定と国民生活にとってきわめて重要な問題であるに

もかかわらず、制度の理念、運営管理、財政問題および国民負担と給付に関

する分析は著しく立ち遅れていた。

本論では　中国年金制度改革の歴史的変遷を辿りながら、主に、1997年

に樹立された年金制度の問題点を取り上げる。その上、2005年の年金制度

の改革の内容を概観し、さらに、年金制度の持続性の視点で、筆者の年金制

度改革の基本考え方を述べる。

本章の第2部分では　先行研究のサーベイを行い、第3部分では、中国

の年金制度改革の過程を概観し、1997年の年金制度の内容と問題点につい

て実証分析を行う。そして、第4部分では、2005年の改革の内容を分析し、

さらに、その問題点を取り上げ　最後に年金制度の改革への提案を示し、結

びとする。

Ⅱ　先行研究のサーベイ

1990年代に入って年金制度が順次改善し確立するに伴って、中国の社会

保障問題に関する研究書、論文などが量的にも増え、質的にも高まってはい

たが、他分野での研究にくらべれば必ずしも活発とはいえなかった。

まず、社会保障問題に関する中国国内での研究動向と成果を見てみよう。

1990年代の年金制度改革の進展と同時にして、鄭功成（1991）（1994）

（1997）（2000）は、年金制度の展開、特徴、問題点を押さえるとともに、

理論化・体系化を試み、国際比較をも行いながら積極的に「中国的特色のある」

社会保障制度の構築に向けて提言を行った。

董克用・王燕（2000）年ま、年金制度の基本理論と制度の形成、中国の年
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金制度改革の必要性と改革の基本的考え、および重層型年金制度の特徴と運

営管理、世界各国の年金制度改革の最新動向等を詳しく解説した。

徐填慶・デ尊声・鄭玉軟（1999）4ば1990年代の社会保障制度改革の

成果と問題点、新たな改革の方向性などについてさまざまな見解を提起した。

たとえば、現行の年金制度を賦課方式の年金制度に改めた場合の年金制度運

営の可能性について分析し、中国では当分の間は（2030年ごろまでは）賦

課方式運営が可能であるという観点、また現部分積立方式を整理し、社会プー

ルの基金管理と個人帳簿積立金をそれぞれの勘定で別々に管理・運営すべき

である、という観点である。その中で　呉敬漣（1999）によれば1995年

から実施した年金制度改革によって、政府はすでに退職した高齢者およびま

もなく退職期を迎える就業員に対する隠れ債務（Unfoundedliabilities）の

問題に直面し、「1997年統一決定」を公布し、年金制度における「1995年通知」

の欠陥を克服することを狙いとしたが、上述の隠れ債務の政府補償と責任に

ついては言及していないため、問題の解決にはならないと指摘した。

宋暁梧（2001）5は、中国の社会保障制度の親犬と改革の厳しい状況を分

析し、政策提言をした。

以上は　中国における社会保障研究の主な研究と成果であるが、一方、日

中国人民大学の研究グループが20世紀の社会保障系列教材として、『社会保障論』、『養老保険』、

『失業保険』、『医療保険』、『T傷（傷害）保険』、『社会保険法』、『女性の社会保障』、『社会保障

精算原理』等8つの本を中国人民大学出版社により、2000年6月に同時出版した。そのうちの『養

老保険』を指す。

1999年に出版された『98中国社会保障国際研討会論文一一中国社会保障体制改革』の論文集であ

る。世界銀行、アジア開発銀行の援助を受け、国務院発展センター、北京大学等が中国留米経済

学会（中国在アメリカ経済学会）と協力し、北京で国際コンファレンスを行い、そこに約300

名もの中国人専門家、アメリカの学者が参加し、発表した論文から最新の研究成果を選んでまと

めた研究書である。この論文集は　報告、発表の論文を大きく六縞に分類し、第1第「社会保障

体制の選択と中国経済改革」で、中国の呉敏捷、鄭功戌やアメリカのMartlnFeldsteinおよび

HenryAaronなどの報告を掲載している。第2篇「社会保障基金の調達と管理」、第3篇「社会

保障体制の国際比較」、第4篇「中国の社会保障体制改革と人口問題」、第5篇「中国農村社会保

障問題」、第6第「社会保障法」等の分野別に研究成果を載せている。
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本においても中国における社会保障問題に関する関心は高まっていた。ここ

では、代表的な書物と論文を取り上げてみる。

まず、張紀濡（2001）6ば　中国における社会保障の全分野を視野に入れ、

各制度の形成、概要、制度の枠組および運営組織等について精緻に分析を行い、

王文亮（2001）は、中国社会保障制度に関して解説した。

そして、日本労働研究機構により出版された『中国の労働・社会システム

の基礎的研究（I）』（資料シリーズ　博79）、『中国国有企業改革調査資料一

中国労働・社会保障システムの基礎研究（Ⅱ）』（資料シリーズ　貼90）、『中

国国有企業改革の行方』（資料シリーズ　皿120）など計3冊の研究プロジェ

クトの報告書がある。これは　笠原清志ら社会学者が、日本労働研究機構に

研究会を作り、中国の4つの地域で国有企業実態調査を行い、研究成果をま

とめた価値ある書籍で、中国研究に貴重な基礎資料を提供した。

最後に取り上げたいのは、国立社会保障・人口問題研究所出版の『海外社

会保障』Autumn2000　No．132に収録されていたいくつかの論文である。

この出版物は中兼和津次らの研究グループが経済学的分析の視点で、新しく

導入した社会保障制度による国有企業に対する負担と労働供給における影響

などの問題を分析している。特に、中兼和津次（2000）は　中国社会保障研

究の意義について、国有企業改革との関連、社会的・政治的安定の側面、国家、

社会関係の再構築、高齢化問題、および経済発展等広い視野で分析し、中国

の人口問題、高齢化問題を、その独自の手法でとらえていた。中兼和津次は、

2001年に出版された『中国社会保障体制改革と発展報告』書である。この報告書の執筆陳は

国務院経済体制改革弁公室、乃国家経済体制改革委員会、民政部（日本の厚生省に準ずる）政策

研究センター、国家労働と社会保障部、中国人寿保険公司などに勤めている上級研究員、教授、

上級エコノミストおよび行政責任者、実務担当者等のメンバーで構成され、数年間の調査・研究

結果をまとめた論文集である。

張結滞ま、長年中国における労働問題を系統的に追跡し、また社会保障制度と社会保障政策の研

究においても多数の論文を発表し、そして多年来の研究蓄積をまとめ上げ　2001年9月に『現

代中国社会保障論』を出版した。
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中国の人口規模の問題は社会保障において質的な問題というよりもむしろ量

的な問題であると指摘し、中国の社会保障問題の重要性はあくまで　中国が

経済発展、体制移行、それに近代化過程にあることから派生していると、独

特な展開を行った。

その中で　木崎翠（2000）は　中国社会保障制度改革における、保険の社

会化が企業負担の平準化、安定化や労働力の流動化等改革当初の理念を達成

しているかどうかを分析し、社会保険制度とその運営は　長期にわたり中国

政府にとっての最重要政策課題の1つでありつづけることになる、と指摘し

ていた。

沙銀華（2000）は　中国政府が社会保障制度の改革を、改革開放政策の重

点課題としているのには2つの目的がある、と指摘する。その1つが、国民

生活の安定を図るためである。すなわち、近年、地域経済発展のアンバラン

スによる沿海部と内陸部との収入格差の拡大によって国民生活が非常に不安

定になっており、このような状況の下で高齢化の急速な進展は、企業に過重

な負担をもたらすと同時に、赤字経営に陥っている国有企業では定年退職者

へ年金支給がストップしている企業も現れている。高齢者の生活不安を解消

するため、社会保障制度の改革を急がなければならなくなった。もう1つば

赤字経営に陥っている国有企業の改革を全面的に支援するためである。国有

企業は社会保障費用の重圧にあえいでおり、社会保障制度を整備・改革しな

ければ　国有企業の負担を軽減し、過剰人員を整理することができず、国有

企業の改革を順調に進めることができないからであると分析した。

朱炎（2000）は、中国の社会保障制度の導入は国有企業改革の一環であり、

企業余剰人員削減は　企業の自助努力と政府が推進するレイオフ計画によっ

て行われ、失業保険等多種のセーフティー・ネットがスムーズな人員削減、

人件費の節約に大きく貢献するとしている。すなわち、企業の社会負担の解

消と経営改善の立場で、社会保障制度を分析した。
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以上は　中国の社会保障分野での主要な先行研究の文献資料をサーベイし、

その内の代表的なものを紹介した。もちろんここで取り上げているのは中国

社会保障（年金）について行なわれている研究のほんの一部であり、これ以

外にも、数多くの著書や論文がみられる。

Ⅲ　中国年金制度改革の歩みと1997年改革の年金制度の問題点

1．年金制度改革の歩み

中国政府は経済改革の過程で生じる諸問題を解決し、安定のなかで経済

発展の軟着陸を実現するために、社会保障制度その中でも特に年金制度の改

革には　わりに早い段階で力をいれ、制度の整備を行った。中国国務院は、

1991年6月26日に、「企業従業員年金制度改革に関する決定」（以下は「1991

年決定」と称する）を公布し、さらに1993年の憲法改正により7、社会主

義市場経済体制を打ち出してからは市場経済化改革の一環として年金制度

の抜本的な改革を行った。また、1995年3月17日に、中国国務院より「企

業従業員年金制度改革を深化することに関する通知」（以下は「1995年通知」

と称する）、そして1997年7月16日に、「統一した企業従業員基本年金制

度をつくることに関する決定」（以下「1997年統一決定」と称する）等の規

定が相次いで出され、年金制度の基本的な方向性と枠組を確立し、執行に移

した。

改革の基本方向としてば　重層型年金制度の確立、社会プールによる基礎

年金資金調達の賦課方式と個人帳簿積立方式の結合の制度が定められた。

（表1）

7　中国人民共和国憲法1982年、1988年、1993年に3回の改正が行われている。1993年に改正・

採択された憲法第15条で「国家は社会主義市場経済を実施すると」と規定した。

－98－



中国年金制度改革の行方一制度内の問題点をめぐって

表1　中国年金制度改革の年表

吋向 囘�4俑ｨｹ(�亊i��[hﾊ8�｢�主な内容 

1951年 ～1980年末 （労働保障制度） ��y(h揄�ﾉj�I��ﾙ��都市部の就業員と職員は、就 業先（単位）からの傷害保障、 医療保障、老齢保障、出産育 児保障、遺族保障等、失業保 

労働保険条例』 侈�/��*ﾘ���+X+ﾘ�X��檠]ｸ���b��(ｿh/��8*�,H*�.���[h鬩,ｨ.���Yv�.�*�+(*�.x*運h-ﾈ,X�i�b�ｨ云ｸ��*ｨｦﾙ]ｸ+8.ｨ,H*(+ﾘ�"�

11991年 ��Xｮ仂h�ｼh什D霎��y7亜ﾂ�年金の社会プール化の実験が 
草に関する決定」 �ｩ.�,ﾉ�ﾈ惠/�ｹ8+�+ﾘ,iUﾘ廁+r�.�,i:��,���(hﾙ�,ﾉwｹ�]ｸﾊ���y7亜ﾈｧh,ﾉ_ｸﾏﾉ�ｸ,X*�.�,hﾈ��-�,8*�.��"���xﾅ竟�檠]ｸ���ﾈﾆ�,ﾈｦﾙzx,b�

～1993年 ����涛�D��｢�

（部分積立方式 ��X��檍皦ｶ��8�ｨﾆ���ﾉ�r�

への改革の �/��zx+x.�+�,h,亊h+x.��

模索） 偃�ｫ�n)��,ﾈﾈ�.��b�社会プールと個人帳簿の結合 

（1993年） 兩ｸ�/���ﾗ8+x.��"�

「企業従業員年金制度改 

革を深化することに関す 

る通知」（1995年） 

1995年3月 

（執行の実験 

段階） 

1997年7月 

（制度確立） 

社会プールと個人帳簿結合の

年金制度を全国範囲で実施す

ることを決め、具体的な運営

方法については2つの方案を

出し、各地方の選択に委ねる。

「統一した企業従業員基 �78�9YH,ﾈ�ｼh什D霎��y7�/�9ﾒ�一し、各地方で実施した2つ 

本年金制度をつくること �,ﾉ_ｸ粂/��h+X*(��檍7h�ｸ8ｸ,b�

に関する決定」（1997年） 侘)�ﾉ*�^ｸﾈｸﾘx,ﾉ_ｸ粂,�9ﾘ耳+R�

た。 

出所：関連文献により、筆者作成。
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2．1997年改革による年金制度

そもそも中国政府が「1995年通知」で、「個人口座」による積立方式運営と「社

会プール」による賦課方式運営という混合財政方式を打ち出したのは　中国

の経済システムの変化による国有企業の役割の変化と民間企業（多様な経営

形態）の活躍および中国の高齢化社会の進展など　中国国内諸事情の変化を

考慮した結果であろう。例えば　仮に中国で賦課方式の年金運営を実施した

場合、高齢化の進展によって勤労世代の負担が過重になり、将来、年金財政

の維持ができなくなる恐れがある。また、仮に完全積立方式を実施した場合、

国有企業の改革に伴う年金給付の社会化により、改革の時点ですでに存在し

ていた2、000万人以上の退職者達の年金給付に対応できない、という問題も

存在した。さらに、年金保険に対する加入者側の自己負担の意識が薄いこと

と、年金保険の支給額が受給者の貢献度と垂離しているといった問題も考え、

年金制度における所得再分配の機能と世代間の互助を図りつつ、個人の自己

負担意識を高める措置として、混合方式の年金制度が最適な制度であると判

断しただろう。

ここでは　まず「1997年決定」の主な内容を概略してみよう。

（1）年金制度の適用範囲

適用対象者を都市部のすべての企業と就業者とする。

（2）基本年金保険料

基本年金保険料負担について、企業負担分と個人負担分については明確に

規定しているが、政府の国庫負担分についての規定はなく、最終的責任を負

うとした。

企業の基本年金保険料負担は　企業の賃金総額の20％を超えない範囲とす

るが（具体的な比率は各省・自治区・直轄市政府が決定する）、退職者が多く

企業保険料率が20％以上に設定する必要がある地域では（省・自治区・直轄

市）、労働部と財政部に申請し、審査・認可を得た上で実施することができる、
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と規定した。

個人の基本年金保険料負担は1997年度に個人賃金（前年度の平均月収、

以下同様）の4％とし、1998年から2年ごとに1％引き上げ最終的には8％

とする。

（3）個人積立金口座

基本年金制度に加入した個人は　生涯にわたる個人年金口座を開設し、個

人負担の基本年金保険料全額と企業負担の基本年金保険料の一部を合わせて、

毎月個人賃金の11％相当の額を同口座に積立てるが、個人保険料の増加につ

れて個人帳簿積立金の企業負担分が軽減し、最終的には個人が8％、企業が3％

負担となる。

（4）給付

「1997年統一決定」の実施後に仕事を開始した被用者は個人の基本年金

保険料納付期間が15年を満たした場合、退職後に月毎の基本年金を受け取

ることができる。

基本年金は基礎年金と個人口座積立金の合計額からなり、基礎年金給付額

（月毎）は当該地域（省、自治区、直轄市等）の前年度就業者平均月収の20％と、

個人口座積立金は積立残高の120分のlとして給付する。

すなわち、基本年金の毎月支給額＝基礎年金＋個人口座積立金＝（地域の前

年度平均月収×20％）＋（個人口座積立金残高÷120）

「1997年決定」の実施前に退職者した者（老人）については　従来制度の

規定により年金を給付すると同時、在職就業員の賃金変動に応じて調整をす

る。

「1997年決定」実施前に仕事を始め、そして1997年以後に退職する者（中

人）に対してば　円滑な移行と給付水準の公平性を図るために、基礎年金と

個人帳簿積立金給付に加えて、年金保険基金から過渡性の年金を支給する。
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（5）年金基金の管理

企業就業員の年金基金管理条例を早急に制定し、年金基金管理の強化をは

かる。年金基金は2ケ月給付分に足りる金額を準備金として財政部設置の年

金基金専用口座に預け入れ、残りの部分は全て国債購入に充てる。年金基金

をほかの分野へ投資することは禁止する、と規定した。また年金基金は県レ

ベルでのプール化から省レベルのプール化に逐次移行し、全国的に省レベル

のプール化の実現を目指す。

以上は　政府の年金制度における統一規定の内容であるが、このような政

府のガイドライン規定の下で、各地方では当地方の独自の政策をつくり、運

営していた。（図1）

図1中国年金制度の基本構造（1997年）

社会プール（賦課方式） 個人帳簿（積立方式）

出所：筆者作成。
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3．1997年年金制度改革後の実際状況

1997年年金制度が確立してから、その実際運営状況を表2の「2000年度

の各地域の年金財政収支状況」で分析してみると、各地域の年金財政状況が

かなり異なっていることがわかる。表2の各地域の基本年金収入と企業・事

業年金支出、および年金収支残高のデータを用いて図で現したのが図2であ

るが、図2でみられるように、全国の31省のうち、23省が年金財政赤字を

計上しており、広東省、山東省、上海市、遼寧省、漸江省等、沿海の経済発

達地域で黒字を計上している。また、表2の年金財政収支の全体状況でみると、

2000年度の基本年金収入が22，781，285万元で、企業と事業部門の年金支出

が24，419，402万元であり、年金収支の赤字が1，638，117万元となっている。

これに各機関の年金給付額2，516，249万元を合わせると全国で年金赤字額

は410億元強になる。これは中央政府の2000年度の赤字補填額の数字と合っ

ているが、各機関の年金給付はもとより政府予算支出で賄われてきたことか

ら考えると、この部分の支出額は年金制度内の赤字を計算する際に考慮すべ

き項目ではない。

ここでは年金支出を企業部分と事業部分とを合わせて計算しているが、こ

れは1997年の統一決定で「企業化管理をする事業単位は原則的に企業年金

制度により執行する」という規定に基づくものである。ただ　企業化管理を

実行する事業の退職者年金給付が、どれぐらいあるのかについてはデータが

ないため、すべての事業年金を企業年金制度の範疇に入れて年金収支の赤字

を計算した。

しかし、これだけでは赤字補填に関して中央政府と地方政府のどちらが

責任をとっているか、という責任分担の問題を明らかにすることができな

い。この問題を解明するために、2001の『中国統計年鑑』の地方財政統計

で　地方財政支出内訳の行政事業単位の年金支出総額をみると、4，352，977

万元になっている。したがって、2000年の年金（企業、事業、機関を含む）
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給付総額26，935，651万元から地方の行政事業単位の年金支出額を差引いた

22，582，674億元が、企業と企業化管理を実行する事業の退職年金給付総額

に相当すると考えられる。そして、基本年金収入からこの総額を差引いた

198，611万元が地方分担の分で、残りの1，439，506万元が中央政府の負担分

であろう。ここで中国の年金赤字は主に中央政府から補填されていることが

わかる。

これは　年金収支をトータルでみた場合の話であり、実際の年金制度の社

会プール化は地方レベルで行われている。したがって、ある地方の年金収支

の余剰金を他の地域の赤字に移転支出することはできない。すなわち、各地

方で生じる赤字額は、直接中央財政の負担となることを意味し、その金額が

1，949，209万元になっている。
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表2　2000年中国各地域の基本年金基金収支状況

単位　万元

地域 舒馮ｹD霎��企業・事業 僖霎��轤�地方財政 僖霎��ﾘｧ｢�年金総額－ 僖霎��轤�収入 僖霎�辷��残高 倡因���&饑ｹ�ﾔ儻H辷��残高 

：iD ���#��i⑧＝①－（2） 末���i⑧i 迄xx���x�ﾆ帽���� 

全国 �#(��s���3#コ�24，419，402 �� ��22，582．674 ��嶋�Cc���

北京 ��1，554，903 ��ﾃSャ���B� ���3s�8�CcS�� ��鉄SX�3#Cx�｢�

天津 田�8�C�c��617．628 ��7．425 ��942．031 ���33��3田(�｢�

河北 ���3�SH�C�s2�1．008．192 鼎X�3塔��204、414 ��942，031 ��

中西 ��580，274 ��ﾃC8������1／10，649 塗�����3c釘� �3h�3�#��

囚モンゴル ��鼎C��3c�b� �(�3S澱� 鉄���3(������� 涛8�CC�R�

遼寧 ���3��(�C�#"� ��Sh�CCS��226、971 ��1．526．869 ��

書林 田3X�3��R�726．153 涛��3#3��177．174 都c���sSR�591．581 鼎H��33B�

黒龍江 ���3�CH�Cs�b�1、101．532 鉄h�3��b�47，216 ���C�滴�C#�"�1．146，986 �����(�3#s��｢�

上海 ���3塔��3����1．728．965 �� ���Cs塗�c3s�� �#S8�3�s2�

江蘇 ���3C#��3s3b�1．640，438 ��ﾃ#����s�"�205，180 ���3����3�S��1，594，979 ����s8��#C8�｢�

漸江 ���C�#H��3CB� 都8�3s#b�35．101 ���3����H�3Ss2�1，009、472 ��H�3ピ"�

安蔽 ��698．870 ��Ch�3Sc��181．575 都�(��#���610．644 ��鉄��38���(�｢�

福建 �3s��Cs�R� �#��C#c��158，782 鼎sX�3#ビ�316，505 鉄H�C#���

江西 鼎�X�C#cr� 塗�C�#"�83，767 �� �3��C��2�

山東 ����c���3�#b�工305．761 �3�h�3�cR�248．829 ���3CsH�3#ビ�1，225．458 �3ド�3Cc��

河南 塔#��C��2� ��ﾃ�cX�3#3"� ���3��x�C3C��848．338 ���#h�3S3X�｢�

湖北 都3��C�c��1．043，045 �3�(�3ピr�132．295 ���C�C��Cc3b�1．009，341 ���#s��C�s8�｢�

湖南 都���3s�"�845，073 ��200，466 涛C(�Cs�R� ���3(�CS3x�｢�

広東 ���Cc�8�3イ��1．285，615 鼎���C##b�／129，525 ���3CC��8�ｨ��2�1011．888 ��

広西 �3#x�3ゴR�425．10／1 ��95、354 ��381．／108 ��鉄8�3SS8�｢�

海南 �� �#���scB�32．042 ��3h�Cツr� �3h�3s唐�

重慶 �3sX�3sS2�465．692 ��ﾃ����3�� 鉄�8�Cs�b�313，686 田(�3�cr�

四川 涛�h�CC#��1．094．303 ��sx�Cャ2�123，270 ���3#3(�3�ビ�1，108、817 �����(ﾋ�*C度�｢�

賞州 �3���3�S��366，339 ��ﾃS��C����12、892 �� �����H�C�3h�｢�

雲南 ��680．796 ��C8�3Sc2�263．218 都s��33C��516．122 �#��C����

チベット ��40、851 ��ﾃ�X�3�ビ� ��45，084 ���+S��3C#��｢�

陳西 �� �� 田3��C#湯� ���3(�C3�X�｢�

甘粛 ��c3c��3田B�441，642 塔��Ccs��95．170 鼎�8���CR�387．975 ���#x�3����｢�

青海 ���x�C����122，963 ��ﾃX�C�S2� ��ch�C����87．982 �#��C�#��

寧夏 涛��Cs#��108，110 ��ﾃ��33ヲ�25、108 ��96，001 �8�3s#��

新一彊 ��714．993 �3��3CSB�179，728 都ベ��C途� ���#�(�3#3��｢�

注　iCの括弧内の数字はマイナスである。

出所　Cは国家統言1局人口と社会科羊技術統計司・労働と社会保障部企画司編町田労働統計年鑑』2001年、
中国統計出版社、441頁。
②は、国家統計局人口と社会科学技術統計司・労働と社会保轄部企画司縞『中国労働統計年鑑』2001年、
中国統計出版社、487－488頁より計算。
i②は、中華人民共和国統計局縞町田統計年鑑』2001年、中国統計出版社、268頁。

③点し国家統計局人口と社会科学技術統計司・労働と社会保障部企画司編町田労働統計年鑑』2001年、
中国統計出版社、487頁。

出所　中華人民貼日田統計局縞阿国統言出鑑』中国統計出版社、2001年から筆者作成。
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図2　2000年中国各地の基本年金収支状況

（万lL）

2、500，000

2．000．000

上500，000

1，000，000

500，000

0

－500，000

〇基本年金収入

□企業・事業　年金支出

口年金収支　　ハランス

出所：表2より、筆者作成。

Ⅲ　2005年年金制度改革の意図と評価

以上の分析から、1997年の年金制度改革は　実際運営してから4年も経

たないうちに、多くの地域で年金財政が維持不可能であったことがわかる。

また、年金財政への政府の補填額が、2000年の400億元から2004年度に

は614億元と、4年間で214億元も増え、政府の年金財政負担が急上昇しは

じめた。さらに、地域ごとの年金制度の運営は　賦課方式の財源不足（社会

プール金）を、個人帳簿の積立金の流用で穴埋めしたため、積立方式の将来

年金財源（個人帳簿積立金）が空洞化し、新しい隠れ債務を生じさせた。年

金財源不足の問題および個人帳簿積立金の空洞化（空帳簿）の問題を解決し、

年金財政の健全化をはからために、中国政府は2005年に「従業員基本年金
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制度を充実することに関する国務院の決定」を公布し、年金制度の改革に乗

り出した。

1．2005年年金制度改革の主な内容

2005年年金制度改革の主な内容は次のとおりである。

（1）企業保険料のうち（保険料率は従業員賃金総額の20％）、個人帳簿への

算入部分を改め、全額を社会プール資金とする。

（2）個人帳簿積立率を従来の11％から8％と改め、保険料全額を個人が負担

する。同時に、完全積立て、流用は認めない。

（3）加入範囲を自由業者にまで拡大し、自由業者の総合保険料率は20％とす

る。そのうち、個人帳簿は保険料8％で完全積立て、残りの12％を社会プー

ル資金とする。

（4）基礎年金給付の支払方法の調整

退職時の基礎年金の支給標準に関しては　退職時の前年度当地域の平均賃

金の20％を基礎年金として給付する方法を改めて、年金支給額を退職時の前

年度当地域の平均賃金と本人の指数化された月平均賃金をベースに、保険料

の納付期間1年ごとに1％を支給することとした。

（5）個人帳簿積立金の支給方法の調整

個人帳簿積立金の給付に関しては　前回の年金制度改革では、個人帳簿積

立金額を120で割って毎月支給することになっていたが、2005年の改革で

は　当地域の人口の平均寿命、本人の退職年齢および利息等とリンクさせて、

支給することとなった。（図3）

これでみると、2005年の年金制度改革は、部分積立方式を維持しながら、

年金制度の適用範囲を拡大し、一定の条件を満たす者は年金制度への加入が

できるようにした。
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図3　中国年金制度の基本構造（2005年）

社会プール（賦課方式）

基礎年金： 
当地域の前年度従業員の平均賃金 

および本人の指数化した月賃金の 

平均値をベースに，保険料納付l 

年ごとに1％支給 

個人帳簿（積立方式）

出所：筆者作成。

2．2005年年金制度改革の意図

政府の年金制度改革の意図は　明らかに年金財源の確保にある。

第1に、図3でみられるように、自由業者が納める保険料20％のうち、8％

を個人帳簿に積立てたあと、残りの12％は社会プール帳簿に入れるが、これ

は前回の年金制度改革と比べてみると（図1）、社会プールの財源が新しく増

えていることがわかる。

第2に、企業が納めた年金保険料の全額を社会プール資金とすることによ

り、年金財源が増えることとなる。前回の年金制度改革では、企業の保険料

の一部を個人帳簿へ積立ていたが、2005年改革では、それをなくしたため、
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その分だけ社会プール資金が増える。

第3に、個人帳簿の完全積立の改革は、将来の個人帳簿積立金の年金支給

により、長期的にみて年金財政の均衡を保つうえで、有利に働く。

第4に、基礎年金給付の支払方法の調整は　年金制度の保険料納付義務と

将来の受給権利を関連させ、年金制度への加入と保険料納付における効率性

を高めることとなる。

第5に、個人帳簿積立金の支給方法の調整は　公平性がより図られ、さら

にインセンティブ機能が働くことが期待される。

3．2005年年金制度改革の評価

では　2005年の年金制度改革をどう評価すべきか？これをみるために、

ここでは　2009年度の全国各省別の基本年金収支状況の分析を通じて、年

金財政の実際状況を把握し、その上、2005年年金制度改革の欠陥と成果を

みることにする。

（1）地域別社会プール化（賦課方式）運営の欠陥

まず、表3の「2009年度全国各地城塞本年金収支状況」でみると、全国

31省のうち、半分以上の18省で年金財政赤字が生じている。その中でも、

黒龍省の年金財政赤字は130．28億元に達し、当地域の当年の年金収入総額

の32．15％を占めている。それとは対照的に、広東省、漸江省、北京市、江

蘇省等4省では巨額の黒字を計上している。広東省だけの黒字額（1，050．95

億元）を取ってみても、全国各省の赤字総額（678．8億元）をはるかに上回る。

しかし、2005年の年金制度改革では、社会プール化の全国化が実現されて

おらず、相変わらず省範囲に限られていた。したがって、各省の年金財政赤

字の資金不足を他の省から流用することができず、その赤字額の補填は政府

の責任として、予算内資金で賄うことになる。仮に、全国の社会プール化が

実現すれば　2009年度の年金残高は1，477．8億元にのぼり、年金財政は健全
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であるといえる。このことは、省レベルの社会プール化の限界を端的にあら

わし、年金制度の全国プール化の改革を行う上で、有力な根拠を示している。

表3　2009年度全国各地域の基本年金収支状況

地域 偖ﾘｼh蹴�前年度従業員 �,�ｾ��ﾘｧ｢�年金収入 僖霎�辷��年金収支 
加入音数 （万人） 兌ﾘｼ�,�ｾ���侏8�｢�（万元） ���ﾘﾋ8�｢�（億元） �6�8�985����ﾘﾋ8�｢�

① ���③＝（Dx② �8��t(��#��2�⑤ �X��t8�ﾈtB�

全　国 ��ssC2�29229 鉄�ツ��C���10372．2 塔ンH�CB�1477．8 

北　京 田3��CB�56328 �3S店�C唐�719．2 鼎�X�Cr�303．5 

天　津 �#cR�41748 ����h�C3"�221．26 �#3��C��－8．84 

河　北 田���Cb�24756 ��cベ�C3r�337．47 �3���－52．53 

山　西 鼎#x�C"�25828 ����8�C3r�220．67 �#���C"�1．47 

内モンゴル �#唐�26114 都s��C"�155．64 ��s��C��－16．26 

遼　寧 ������27729 �#s店�C���559．02 田CH�C��－85．08 

吉　林 �3�8�C"�23486 塔祷�C唐�180 �#�X�C��－25．1 

黒龍江 鉄ド�Cr�23046 ��3S(�C���270．42 鼎���Cr�－130．28 

上　海 田#X�C��56565 �3S3X�Cモ�707．18 都3��Cr�－32．52 

江　蘇 ��Ccx�Cr�31667 鼎cCx�Csr�929．55 田CX�C��283．65 

漸　江 ��3�x�C��34146 鼎C祷�Csb�899．95 �3c��Cr�530．25 

安　徽 鼎S��Cr�26363 ��#���C#r�241．85 �#3(�C"�9．65 

福　建 鼎sx�C��25702 ��##��C�B�245．61 ��s��CR�74．11 

江　西 鼎Cb�21000 涛3h�Cb�187．32 ��c��C��27．22 

山　東 ��33R�26404 �3S#H�C�2�704．99 田#��Cr�83．29 

河　南 都cH�Cb�24816 ��ンx�CC2�379．49 �3c8�Cb�15．89 

湖　北 都���CB�22739 ��c���C�2�322．17 �3S��Cb�－28．43 

湖　南 田3(�C��24870 ��SsH�C�"�314．8 �3�x�C��6．9 

広　東 �#C#(�C2�33110 塔�#��C#B�1604．05 鉄S8�C��1050．95 

広　西 �#�8�CB�25660 都S(�Cッ�150．57 ��Cx�C"�3．37 

海　南 ��#H�C��21864 �#s8�C���54．62 鉄x�C��－3．18 

重　慶 �3�h�C2�26985 塔S8�CSB�170．71 �#C��CR�－69．79 

四　川 都�(�Cr�25038 ��鉄��Cs"�391．94 鼎���CR�－98．56 

貴　州 ��s(�C��24602 鼎#8�CB�84．68 塔��C��－5．22 

雲　南 �#�h�C2�24030 鉄���Csr�103．95 ��#h�C��－22．85 

チベット 塗�C��47280 �#��Cィ�5．77 嶋�CR�－2．73 

駅　西 �3#x�C��25942 塔S��CcB�170．13 �#���C"�－31．07 

甘　粛 ��c8�CB�24017 �3�(�CCB�78．49 ���h�Cb�－28．11 

青　海 鉄"�30983 ��c��C���32．22 �3h�C��－4．68 

寧　夏 田��CB�30719 �#�8�C���42．64 �3��C��4．54 

新　堀 �#Sh�C2�24687 田3(�Cs2�126．55 ��SX�C��－29．35 

出所●　①と⑤ば『中国統計年鑑2010』表22－46「各地域の都市部基本年金状況（2009年）」による。

②は、『中国統計年鑑2009』表4－22「従業員平均賃金および指数（2008）」による。
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（2）政府の年金財政負担の増加傾向の未解消

2005年年金制度改革の目的の1つには　急増する政府の年金財政負担を

解消することがあった。しかし、年金財政への政府補填額の実際値をみると、

2000年度に400億元で当年の財政収入の2．99％を占めていたが、2005年

度には1，437億元で　当年の財政収入の4．54％を占めている。2005年の年

金制度改革後、2006年の財政補填額が971億元（当年の財政収入の2．47％）

で、前年度に比べてやや下がってはいるが、2007年から再び上昇しはじめ

ている。2007年から2009年の補填額をみると、それぞれ1，157億元、1，437

億元、1，646億元で、毎年財政収入の約2．3％を占めている。これをみると年

金財政への政府負担の増加傾向が解消されておらず、政府予算編成と執行お

よびマクロ経済政策の運営に影響しかねない。

2005年年金制度改革は　上述の欠陥があるが、個人帳簿の完全積立によ

り「空帳簿」の新しい年金債務を防ぐことには、一定の成果があった。

Ⅳ　結び

いままでの中国の年金制度の改革は、社会プール化と個人帳簿の年金方式

の下で　制度内の問題を解決するために行われてきた。年金制度の改革にお

いて、まず、理論的な分析に基づいて、年金制度の理念を明確にし、年金制

度議論の原点に戻って、制度のあり方を考え直す必要がある。そこで、国民

皆年金制度の樹立が必要となってくる。その理由は以下のとおりである。

第1は　年金制度の理念を引退後の所得減少による老後生活のリスクを、

社会保障年金制度によりカバーしなくてはならないという、基本的な考えに

立つ事が必要である。それは、多くの人が高齢引退による所得減少のリスク

は避けられないことから、社会保障年金制度は国民全体を適用範囲とする皆

年金制度の樹立が望ましいと考えているからである。
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第2は、中国の急速な人口高齢化の進展状況からみると、現行の年金制度

の下では、人口高齢化による年金財政危機を乗り越えることが困難である。

また、人口の8割を占める農村住民が年金制度から除外され、さらに、1980

年代の1人っ子政策の実施による家族構成の変化からみると、将来、家庭内

扶養による老齢生活保護には限界があり、これから20－30年後の高齢者の

生活問題は、単なる経済問題だけではなく、社会の安定を脅かす、かなりの

危険を含む社会問題に発展しかねない。このような社会問題を事前に防止す

るためにも、年金制度は国民全体を対象とする皆年金制度でなければならな

いと考える。

第3は　いままでの中国人の養老方法をみると、人々の生まれ時の身分に

よってかなり異なっており、都市部と農村部の格差が大きい。農村部では家

庭内扶養が中心となっており、都市部では企業性質（所有制）と行政部門・

事業単位によって異なる退職制度が実施されていたが、非常に不公平な制度

であった。このような古い身分制度を打破し、拠出義務を果たすものは平等

な受給権利が獲得できるような年金制度を樹立する必要がある。そのために、

国民皆年金制度の樹立が必要であり、年金制度の運営方式の再検討により、

将来、安定的に維持可能な年金制度を構築すべきである。これには　部分積

立方式の個人帳簿の比率を高め、自助努力を主にし、世代間共助の精神を反

映する社会プールの賦課方式の全国範囲での実施および政府負担の明確化の

改革が急務となってくる。

国民皆年金制度および積立方式を実行することに関する中国の一般的見解

は（或いは批判）、農村部と内陸部における経済の立ち遅れと、低所得者層の

積立金拠出能力の不足、という理由から否定的である。現実的にみると確か

に農村部、内陸部だけではなく、都市部でも保険料拠出が困難な階層がかな

り存在する。しかし、保険料の拠出力が十分あるが、制度設計上の欠陥によ

り適用範囲から除外されている階層もかなり存在する。したがって、中国の
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年金制度改革は、国有企業改革に伴う従来制度内の問題解決と、同時に新し

い経済状況の変化に伴って生じる問題との解決を一緒に考えなければならな

い。そのために、年金制度の設計上所詮考えなければならないのは　まず適

用範囲の拡大であり、その次に制度運営の問題を考えるべきであろう。
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OWnedenterprlSeSOCialburden．

1ntheSoclalpens10nSyStemOPerationprocess，CauSefinanclalcrlSIS，also

ChinaIsagLngPOPulat10ntOSPeedup，theneedtoSocialpensionsystemofthe

filndamentalrefbrm．

Soclalpensionsystemrefbmshouldfbllowthesystemofsoclalendowment

insurance，andtheldeaof．

Thispaper言nreviewsthepenslOnSyStemrefbmofcoursesystem，analysISand

lntemalproblems，andputfbrwardtheldeaofanationalpensionsystem・
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